
火災予防上の命令を受けている対象物 
                                           

 

消防機関が立入検査等により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の

命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。 

駿東伊豆消防本部では、火災予防上の命令を行い公示している建物等の所在地、名称等を

利用する方や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。 

 

〇 命令を受けている防火対象物 

現在、命令を受けている防火対象物はありません。 
 

命令防火対象物 

防火対象物の所在地  

防火対象物の名称  

命令を受けた者の氏名  

命令事項  

命令日  

管轄消防署  

 

〇 命令を受けている危険物施設等 

命令危険物施設等 

危険物施設の所在地 

又は貯蔵（取扱）場所 

沼津市鳥谷字仲田 264番１及び 265番１（屋外） 

横尾塗装株式会社資材置場 

命令を受けた者の氏名 
横尾塗装株式会社 

代表取締役 横 尾   聡 

命令事項 
上記所在地に貯蔵されている危険物を令和７年11月４日

までに、除去すること。 

命令日 令和７年 10月３日 

管轄消防署 沼津北消防署 

 


